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外
務
省
に
お
け
る
各
種
手
当
の
変
遷
並
び
に
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省
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に
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の
使
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れ
方
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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外
務
省
に
お
け
る
各
種
手
当
の
変
遷
並
び
に
同
省
職
員
に
よ
る
実
際
の
使
わ
れ
方
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
、
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
一
日
法
律
第
九
十
三
号
）
の
第
六
条
に
あ
る
在
勤
手
当
の
、
平
成
二
十
年
度
及
び
平
成
二
十
一
年

度
に
お
け
る
予
算
総
額
が
そ
れ
ぞ
れ
三
百
六
億
百
二
十
万
円
、
二
百
九
十
九
億
千
四
百
九
十
三
万
八
千
円
で
あ
り
、
在
外
公
館

に
勤
務
し
て
い
る
外
務
省
職
員
の
定
員
は
そ
れ
ぞ
れ
三
千
四
百
二
十
八
人
、
三
千
五
百
二
十
八
人
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
の
定
員
数
を
も
っ
て
単
純
に
一
人
あ
た
り
の
在
勤
手
当
の
予
算
額
を
計
算
す
る
こ
と

は
完
全
に
正
確
な
も
の
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
目
安
と
し
て
、
右
の
定
員
数
で
そ
れ
ぞ
れ
の
在
勤
手
当
の
予
算
総

額
並
び
に
主
に
そ
れ
を
構
成
す
る
在
勤
基
本
手
当
、
住
居
手
当
、
配
偶
者
手
当
、
子
女
教
育
手
当
の
四
手
当
を
除
し
た
場
合
、

平
成
二
十
年
度
は
予
算
総
額
が
一
人
あ
た
り
約
八
百
九
十
二
万
六
千
八
百
三
十
八
円
、
在
勤
基
本
手
当
が
約
五
百
二
十
万
千
九

十
三
円
、
住
居
手
当
が
約
二
百
七
十
七
万
三
千
三
百
四
十
六
円
、
配
偶
者
手
当
が
約
五
十
五
万
九
千
百
六
十
三
円
、
子
女
教
育

手
当
が
約
二
十
万
八
千
六
百
八
十
三
円
、
同
様
に
二
十
一
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
予
算
総
額
は
約
八
百
四
十
七
万
九
千
二
百
九

十
一
円
、
他
の
諸
手
当
は
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
約
四
百
九
十
九
万
三
千
六
百
九
十
円
、
約
二
百
五
十
五
万
千
二
百
七
十
四
円
、
約

五
十
三
万
七
千
百
六
十
二
円
、
約
二
十
一
万
三
千
五
百
十
六
円
と
な
る
。
右
と
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
〇

一



九
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

先
の
質
問
主
意
書
で
、
平
成
二
十
年
度
、
二
十
一
年
度
の
在
勤
手
当
の
う
ち
在
勤
基
本
手
当
に
つ
き
、
な
ぜ
平
成
二
十
年

度
に
年
間
約
五
百
二
十
万
円
、
月
額
約
四
十
三
万
円
、
平
成
二
十
一
年
度
に
は
年
間
約
四
百
九
十
九
万
円
、
月
額
約
四
十
二

万
円
も
の
金
額
が
、
本
俸
と
は
全
く
別
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
客
観
的
な
数
値
を
挙
げ
、
具

体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
各
在
外
公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
為
替
、
物
価
変
動

及
び
生
活
水
準
等
の
変
化
を
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
在
勤
基
本
手
当
の
予
算
額
は
、
平
成
二
十
年
度

に
つ
い
て
は
、
百
三
十
一
か
国
中
七
十
九
か
国
に
お
い
て
円
安
と
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
に
加
え
て
百
三
十
一
か
国
中
百
二
十

九
か
国
に
お
い
て
物
価
が
上
昇
し
た
こ
と
、
ま
た
在
外
職
員
の
定
員
が
増
加
し
た
こ
と
等
か
ら
十
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
増

額
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
二
十
一
年
度
に
つ
い
て
は
百
三
十
四
か
国
中
百
二
十
八
か
国
に
お
い
て
円
高
と
な
っ
た

が
、
百
三
十
四
か
国
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
物
価
が
上
昇
し
、
ま
た
在
外
職
員
の
定
員
が
増
加
し
た
こ
と
等
か
ら
一
・
一

パ
ー
セ
ン
ト
の
減
額
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
右
答
弁
に
あ
る
、
平
成
二
十
年
度

に
お
い
て
「
百
三
十
一
か
国
中
百
二
十
九
か
国
に
お
い
て
物
価
が
上
昇
」
、
二
十
一
年
度
に
お
い
て
「
百
三
十
四
か
国
す
べ

て
の
国
に
お
い
て
物
価
が
上
昇
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
例
え
ば
ど
こ
の
国
に
お
い
て
ど
の
財
の
物
価
が
ど
れ
だ
け
上
昇
し

二



た
の
か
、
具
体
例
及
び
客
観
的
数
値
を
用
い
て
再
度
説
明
さ
れ
た
い
。

二

先
の
質
問
主
意
書
で
、
平
成
二
十
年
度
、
二
十
一
年
度
の
在
勤
手
当
の
う
ち
住
居
手
当
に
つ
き
、
な
ぜ
平
成
二
十
年
度
に

年
間
約
二
百
七
十
七
万
円
、
月
額
約
二
十
三
万
円
、
平
成
二
十
一
年
度
に
は
年
間
約
二
百
五
十
五
万
円
、
月
額
約
二
十
一
万

円
も
の
金
額
が
、
本
俸
と
は
全
く
別
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
客
観
的
な
数
値
を
挙
げ
、
具
体

的
に
説
明
さ
れ
た
い
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
住
居
手
当
の
予
算
額
は
、
平
成
二
十
年
度
に
つ
い
て
は

為
替
の
変
動
及
び
在
外
職
員
の
定
員
の
増
加
を
反
映
し
て
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
額
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
二
十

一
年
度
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
為
替
の
変
動
を
反
映
し
て
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
額
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
答

弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
に
は
為
替
の
変
動
と
外
務
省
在
外
職
員
の
定
員
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
住
居
手
当

の
予
算
額
を
決
定
す
る
際
、
各
在
外
公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
不
動
産
価
格
、
賃
借
料
の
水
準
及
び
変
遷
に
つ
い
て
考
慮
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
。

三

先
の
質
問
主
意
書
で
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
に
対
し
て
本
棒
と
は
全
く
別
個
に
支
給
さ
れ
る
在
勤
手
当
が
、
そ
れ

が
個
々
人
の
蓄
財
等
に
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
我
が
国
の
国
益
確
保
の
た
め
の
外
交
活
動
を
行
う
に
必
要
な
諸
経
費
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
国
民
の
平
均
月
給
が
下
が
り
、
多
く
の
国
民
が
不
況
に
よ
る
生
活
苦
に
喘
い
で
い
る
中
、
在
勤
手
当

三



の
あ
り
方
に
関
し
て
も
、
何
ら
か
の
見
直
し
、
改
善
を
し
、
少
な
く
と
も
、
例
え
ば
そ
れ
を
渡
し
き
り
の
も
の
と
す
る
の
で

は
な
く
、
必
要
経
費
分
を
支
給
し
、
余
っ
た
部
分
は
精
算
す
る
等
の
措
置
を
と
る
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
本
来
の
趣
旨
に
反

し
、
在
外
職
員
の
個
人
的
な
蓄
財
等
に
回
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
な
い
か
否
か
を
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
体
制
を
構
築
す
る

等
、
国
民
に
対
し
て
よ
り
透
明
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
外

務
省
と
し
て
、
個
々
の
職
員
の
貯
蓄
等
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
い
が
、
在
勤
手
当
は
、
名
称
位
置
給
与
法
に
基
づ

き
、
在
外
職
員
が
在
外
公
館
に
お
い
て
勤
務
す
る
の
に
必
要
な
経
費
に
充
当
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
と
し
て
、
在
外

公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
物
価
、
為
替
相
場
、
生
活
水
準
等
を
勘
案
し
て
、
適
正
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
お

り
、
現
時
点
に
お
い
て
制
度
の
見
直
し
が
必
要
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
外
務
省
と
し

て
、
右
答
弁
に
あ
る
様
に
、
「
在
外
職
員
が
在
外
公
館
に
お
い
て
勤
務
す
る
の
に
必
要
な
経
費
に
充
当
す
る
た
め
」
と
し
て

支
給
さ
れ
る
在
勤
手
当
が
、
実
際
に
そ
の
様
に
使
わ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。
外
務
省
は
右
答
弁
で
「
個
々
の
職
員

の
貯
蓄
等
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
個
々
の
在
外
職
員
が
在
勤
手
当
を
実
際
に
ど
の
様
に
使

用
し
て
い
る
か
、
同
省
と
し
て
き
ち
ん
と
把
握
し
て
い
る
か
。

四

三
の
答
弁
に
は
「
在
勤
手
当
は
、
名
称
位
置
給
与
法
に
基
づ
き
、
在
外
職
員
が
在
外
公
館
に
お
い
て
勤
務
す
る
の
に
必
要

四



な
経
費
に
充
当
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
と
し
て
、
在
外
公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
物
価
、
為
替
相
場
、
生
活
水
準
等

を
勘
案
し
て
、
適
正
に
定
め
ら
れ
て
い
る
」
と
あ
る
様
に
、
外
務
省
と
し
て
、
在
勤
手
当
の
予
算
額
が
適
正
に
定
め
ら
れ
て

い
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
当
方
も
承
知
し
て
い
る
。
当
方
が
問
う
て
い
る
の
は
、
そ
の
在
勤
手
当
の
実
際
の
使
わ
れ
方

が
適
正
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
在
勤
手
当
が
、
在
外
職
員
の
外
交
活
動
の
た
め
に
使
わ
れ
る
、
ま
た
は
住
居
や

子
女
教
育
に
係
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
個
々
人
の
私
的
な
蓄
財
に
回
さ
れ
る
、
ま
た
は
本
来
の
外
交
活
動
で

は
な
く
、
私
的
な
遊
興
費
等
と
し
て
費
消
さ
れ
る
等
の
事
例
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

五


